
【経営基本情報】

○団体の基本情報

100.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 三重県いなば園の経営

全事業合計に占める割合

(2)三重県身体障害者総合福祉センターの受託経営

全事業合計に占める割合

(3)

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 2 人 3 人 2 人 H20平均年齢
※

： 60.5 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 5,723 千円

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 2 人 3 人 2 人 H20平均年齢
※

： 47.4 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 5,507 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

備考

3 3 3

社会福祉法人三重県厚生事業団

10,000,000

059-233-4789

津市一身田大古曽６７０番地２

http://www.mie-reha.jp/jimukyoku/

059-236-5880

理事長 宮村 由久

82 80 74

平成18年度

463,261

39.0%

平成19年度

0.0%

平成18年度

昭和48年6月22日

健康福祉部

FAX番号

県所管部等

929,806

73.2%

340,389

26.8%

725,634

61.0%

0.0%

1,188,895

56 79

知的障害児施設（定員40名）、障害者支援施設（定員120名）「三重県いなば園」の設置運営

身体障害者福祉センターＡ型、障害者支援施設（入所40名、通所19名）「三重県身体障害者総合福祉センター」の管理運営

平成19年度

92 臨時職員 67人
非常勤職員 25人

○役職員の状況

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

県出資額

100.0%

71.7%

925,557

団体の目的

[事業規模(事業費)]

多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫
することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又
はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう
支援することを目的とする。

事業活動収入＋事業活動外収入（経
理区分間繰入等除外）

備考

364,696

0.0%

円

100.0%

1,290,253

平成20年度

(単位：千円)

0.0%

28.3%

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

0.0%

0.0%

1,270,195

平成20年度

県出資割合
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

90 Ａ 95 Ａ 95 Ａ

100 Ａ 100 Ａ 100 Ａ

87 Ｂ 96 Ａ 100 Ａ

100 Ａ 100 Ａ 100 Ａ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》
●年次事業計画による達成目標

《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

団体名 社会福祉法人三重県厚生事業団

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画

利用者QOLの向上（利用者満足度）

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

事業団としての使命（役割）を果たしていくために、①利用者サービスの質の向上（利用者に選ばれる施設
づくり）への取り組み②安定的・継続的な自立経営（責任と権限の明確化による経営機能の強化）の確立
③変化に迅速に対応できる組織への積極的な体質改善により、安定的な経営のもと県民の皆様に信頼さ
れ、支持される施設づくりを行う。

90

事業団としての使命（役割）を果たしていくために、①利用者サービスの質の向上（利用者に選ばれる施設
づくり）への取り組み②安定的・継続的な自立経営（責任と権限の明確化による経営機能の強化）の確立
③変化に迅速に対応できる組織への積極的な体質改善により、安定的な経営のもと県民の皆様に信頼さ
れ、支持される施設づくりを行う。

い成人97 、セ 91 成人97,児童55,セ90

改善提案14

い成人97,児童55,セ100

90

16件14件
改善提案15件

90

業務の効率化（業務プロセスの改善）

い 成人98,児童80,
セ95

件
改善提案14

経営基盤の安定（施設稼働率）
い＝いなば園 セ＝身障センター

成人98,児童80,セ95

％ い 90 セ76

いなば園～施設利用率96％、ショートステイ年900日、地域生活移行者５年40人、外来診療者年650人等
身障センター～生活援助棟利用率96％、地域生活移行率50％等

平成18年度から５ケ年の中期経営計画（平成20年３月改訂）に沿って、①経営基盤の充実、②利用者に選ばれる
質の高いサービスを提供、③地域社会への貢献、④組織の活性化に努めている。

改善提案14件

成人95,児童51,セ86

指標

90
い 91 セ80

いなば園は利用料金収入による自立経営を、また身障センターは指定管理料と利用料金収入による自立経営を
行っている。事業収入の確保や事務経費の削減に努めて、中期経営計画に沿った経営を行っている。

％

平成21年度

平成20年度コメント

県民福祉の向上に積極的な役割を担うため、三重県いなば園の設置経営、三重県身体障害者総合福祉センター
の管理運営について他の社会福祉法人のモデルとなる経営を行うとともに、いなば園では入所施設におけるセー
フティネット機能の一翼を担っている。

いなば園は、障害者自立支援法に沿って入所者の地域生活移行に積極的に取り組んでいる。身障センターは平
成18年度から指定管理者として施設を管理運営し、利用者の支援を行うとともに地域リハビリ、高次脳機能障害
者支援、障がい者スポーツの推進等、事業団固有の機能を発揮している。
バランススコアカードをマネジメントツールとして、施設利用率、地域生活移行率、実習生の受け入れ人数、障害
者スポーツ指導員等の派遣日数、研修等の参加者数など事業毎に数値目標を設定し、目標管理を行っている。
また、施設利用者等へのアンケート調査により利用者ニーズを把握し、事業への反映に努めている。

平成19年度 平成20年度

障がい者施設部門の稼働率は、いなば園成人棟児童棟、身障センター生活援助棟いずれも目標に達しなかっ
たが、人件費や諸経費の節減が功を奏し、事業団の経営は黒字基調を維持することができた。利用者アンケート
や入所待機者の状況から両施設の利用ニーズが引き続き高いことから、今後より一層の施設の効率運営に努め
県民ニーズに応えるとともに、安定した自立経営を行う。

①では、施設利用者の満足度は両施設とも改善している。
②では、支援費収入が、いなば園は前年比126,000千円の増収、身障センターは5,000千円の減収であっ
たが、正規職員給与を2.5％ずつ削減していること等により人件費を34,000千円節減できたことなどから経
常収支差額は前年比105,000千円増加している。
③では、いなば園地域移行事業の担当部署を強化し長期化していた施設入所者の地域移行をすすめて
いる。また、身障センター企画グループを廃止して効率経営を行っている。

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 社会福祉法人三重県厚生事業団

事業団として、①利用者サービスの質の向上への取組、②安定的・継続的な自立経営の確立、③変化に迅
速に対応できる組織への積極的な体質改善により、安定的な経営のもと県民の皆様に信頼され、支持される
施設づくりを行うという目標を掲げており、利用者の満足度の向上や収入確保、経費の節減、長期化している
施設入所者の地域移行を進めていることは評価できる。

また、定量目標である「施設の稼働率」、「利用者満足度」が、目標を若干下まわったものの、収入の増収及
び人件費や諸経費の節減により、経常収支差額が前年度に比べ約130百万円の増加となっていることは評価
できる。

こうしたことから、平成19年度、20年度と2か年続けて、オールＡの評価結果となっている。
今後も収入確保と経費の節減を図り中期経営計画に沿った健全な経営を行うとともに、身体障害者総合福

祉センターの指定管理については計画どおりのサービス提供、いなば園についてはより一層の効率的な経営
に努め、他の社会福祉施設のモデルとなる経営が望まれる。

《知事等の総括コメント》

三重県厚生事業団は、入所施設のセーフティーネット機能の
一翼を担う「いなば園」の設置運営を行うとともに、身体障害
者総合福祉センターの管理運営では、高次脳機能障害者支
援等の専門的、先駆的な事業に積極的に取り組んでおり、他
の社会福祉法人のモデルとなる経営が期待される。

平成18年度に中期経営計画（H18～22年度）を策定している
が、「障害者自立支援法」に沿ったサービス体系に移行する
ため平成20年3月に改訂し、改訂後の中期経営計画に沿った
健全な経営が行われている。今後も引き続き健全で地域に
貢献する運営が望まれる。

定量目標である「施設の稼働率」、「利用者満足度」は、目標
を若干下まわった。
しかし、バランススコアカードをマネジメントツールとして、事
業ごとに数値目標を設定し、目標管理を行っていることや、事
業活動収入の増加、人件費率の減少は評価できる。
今後も、利用者のニーズを把握し、事業の実施に反映してい
く必要がある。

経常収支差額が、727百万円と前年に比べ約130百万円の増
加となっており評価できるが、引き続き収入の確保、経費の
削減等に努める必要がある。
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

39.2 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 助成事業費
全事業合計に占める割合

(2) 基金造成事業費

全事業合計に占める割合

(3) 普及啓発事業費

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計
全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： - 千円

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

0.0%

5,902

１名は県社協総務企画部長が兼務
のため給与の支給なし

県社会福祉協議会常務理事（兼
務）1 1 1

備考

4,386

84.3%

435

8.4%

財団法人 三重ボランティア基金

300,000,000

059-227-9994

2 2 2

平成18年度

539

9.1%

399

津市桜橋２丁目１３１番地

http://www.miewel.or.jp/vkikin/index.html

059-227-6618

理事長 野呂昭彦

昭和57年6月1日

健康福祉部

FAX番号

県所管部等

備考

○役職員の状況

6.8%

平成18年度

4,964

84.1%

平成19年度

0 0

ボランティア団体の活動支援にかかる助成

寄付依頼及び受領

街頭募金活動（啓発物品、チラシの作成）等による啓発

平成19年度

0

三重ボランティア基
金給与規程による

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

円

100.0%

5,072

397

0.0%

10.5%

534

7.8%

(単位：千円)

383

県出資額

100.0%

81.6%

4,141

団体の目的

[事業規模(事業費)]

ボランティア活動を中心とする地域福祉のための事業を行なうとともにこれら
の事業への県民の参加を促進し、連帯・友愛・参加による福祉社会を創造す
ることを目的とする。

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

7.4%

0.0%

5,204

平成20年度

県出資割合

平成20年度
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

85 Ｂ 80 Ｂ 85 Ｂ

60 Ｂ 60 Ｂ 66 Ｂ

64 Ｂ 64 Ｂ 64 Ｂ

67 Ｂ 87 Ｂ 91 Ａ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

団体名 財団法人 三重ボランティア基金

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画

助成事業

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

基金造成への取組強化

9,233

基金造成への取組強化及び啓発の強化

5,000 5,000
5,780

9,2338,962

5,000寄付金収入
5,000

千円 4,140

寄付金収入について、５５０万円以上を確保できるよう努める。

現行の中長期経営計画による寄付金収入の数値目標達成率は５９％であった。寄付金は増加傾向に
あるものの景気の悪化から中長期経営計画の数値目標が実態とはかけ離れた値になっていたため、
以前から課題となっていた「中長期経営計画」の見直しを行なった。助成事業の内容を充実しつつ、費
用対効果の意識を高めるとともに、寄付金収入の確保に努めることとしている。

5,910

指標

8,388
4,385

当期経常増減額は、979,309円であった。2期連続プラスとなっているが、収入源は利息収入と寄付金
収入であるため経営状況は依然として厳しい。継続的な寄付金確保の方策を検討しているところであ
るが、H20年度においては、街頭だけではなく研修会場などでも啓発と募金を行い寄付金の増収に努
めた。さらに地域のイベントに模擬店などを計画し、取組の強化を検討している。

千円

平成21年度

平成20年度コメント

福祉のまちづくりを創造する事を目的とし、ボランティア活動支援を実施している。
ボランティア活動は、ますます活発化し広がりをみせていることからその活動への支援は必要なもので
ある。

助成事業の達成率は予算に対し52％であった。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体が必要とする器材の助成は、共有した
方が効率的である場合は、個々のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体ではなく、その活動拠点となる市町のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
に助成することとしているが、これまでは、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰがﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体に代わって共有器材を申請し
ても助成限度額が異なっていたため、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの費用負担が生じていたこともあり、申請が消極
的であった。双方の限度額を同額にするように、「助成実施細目」を見直し改善を図った。

平成19年度 平成20年度

基金の造成を図るために実施している取組については、多くの方に当財団を知っていただ
くチャンスでもあり、今後も継続していくこととしている。また、今後は、地域でのイベントにボ
ランティアを主体とする模擬店などを計画し、基金造成と啓発を兼ねた取組の実施も検討し
ている。

助成事業については、実施細目を見直したことにより市町のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰからの申請が
増えると予想される。申請が増え、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの設備が充実されれば、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体に
とっても活動しやすくなると思われる。

寄付金収入5,910千円（Ｈ19年度実績5,780千円）

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 財団法人 三重ボランティア基金

ボランティア活動は、さまざまな分野に広がってきており、新しい時代の公を推進する上で、重要な役割を
担っている。このため当財団が行っているボランティア活動への支援に対し、今後とも期待するところである。
ただ、当財団の主要な収入源である寄付金収入においては、低い状況で推移していることから、安定した運営
を行うためにも、事業活動の積極的なPRを行うなど、より多くの寄付を募るための工夫と努力が必要である。

また、助成事業の募集方法の見直しを図るなど、ボランティア活動へのより一層効果的な支援を行い、助成
事業内容を充実させることが重要である。

《知事等の総括コメント》

福祉のまちづくりを創造することを目的としており、各分野へ
のボランティア活動を支援することにより、地域福祉の向上に
寄与している。

寄付金収入が低い状況で横ばい傾向にあるので、必要な事
業を行うための、財源確保の上からも、積極的なPR活動を行
うなど、募金活動のより一層の努力と工夫が必要である。

H20年度助成事業は、予算額に対し52％の助成額にとどまっ
ている。財源確保に努力するとともに、ボランティア活動に対
する助成が必要なところに効果的に行われるよう募集方法の
より一層の工夫が必要である。

経費節減に努め、自主運営を行っているが、利息収入と寄付
金収入の減少により、厳しい運営が続いている。
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

63.4 ％

○主な事業内容

事業名

(1) みえこどもの城事業

全事業合計に占める割合

(2) ネットワーク事業

全事業合計に占める割合

(3) 児童・青少年育成事業

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計
全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 1 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： 38.9 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 3,203 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 0 人 0 人

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

18.8%

8.4%

4,684

55,775

平成20年度

県出資割合

平成20年度

(単位：千円)

10,500

県出資額

100.0%

62.3%

34,999

団体の目的

[事業規模(事業費)]

次代の三重県を担う児童・青少年の育成に関する諸事業を実施することによ
り、自主的で思いやりがあり、社会に貢献できる児童・青少年の育成に寄与
することを目的とする。

円

100.0%

56,165

5,800

9.3%

5,200

18.1%

10,166

10.3%

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

3 3

三重県立児童厚生施設みえこどもの城で行う、主に児童を対象にした健全育成

三重県各地域との児童健全育成活動に関するネットワーク事業

三重県内の青少年育成関係諸団体への活動支援・指導者養成・情報提供・調査研究

児童健全育成分野の講師情報、放課後児童指導員研修、物品販売

平成19年度

4
嘱託職員４名

三重こどもわかもの
育成財団給与規程
による

備考

○役職員の状況

22.5%

平成18年度

32,649

59.2%

平成19年度

松阪市立野町１２９１番地

http://www.mie-cc.or.jp

0598-23-7792

理事長 竹林 武一

平成元年2月1日（財）三重県児童健全育成事業団設立。平成16年4月１日(社)三重
県青少年育成県民会議と統合し、（財）三重こどもわかもの育成財団に名称変更。

健康福祉部

FAX番号

県所管部等

財団法人三重こどもわかもの育成財団

260,000,000

0598-23-7735

18 19 19

平成18年度

5,800

10.5%

12,401

37,591

67.4%

3,000

5.4%

4,291

7.8%

55,141

（松阪市派遣職員を含む）

1 1 1

備考
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

85 Ｂ 80 Ｂ 90 Ａ

83 Ｂ 89 Ｂ 100 Ａ

87 Ｂ 91 Ａ 96 Ａ

64 Ｂ 69 Ｂ 69 Ｂ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》
●年次事業計画による達成目標

《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

平成20年度コメント
みえこどもの城の各施設を有効に活用して次世代の三重県を担う児童・青少年の育成に関する諸事業を実施す
ることにより、自主的で思いやりがあり、社会に貢献できる児童・青少年の育成に寄与することを目的とする。

１．みえこどもの城事業については、利用者数は目標の２０万人を達成することができた。これは、従来の大型イ
ベントに加え、こども局開局記念イベント、開館２０周年プレイベント、お盆フェアー等の新規大型イベントを実施す
るとともに、学校や子ども連合会、企業、他団体との協働事業が実現できたことによるものと考えられる。２．ネッ
トワーク事業については、移動児童館事業は県内各地で７９回開催し、ほぼ目標を達成できた。また、本年度初
めて、ネットワーク委員会や児童館フェスタを実施した。３．青少年健全育成事業については、少年の主張事業に
１万人を超える参加があった。また、新規企画事業として、伝統芸能ステージやカプラ造形コンテスト、デジタル
フォトコンテストの３つの事業を実施するとともに、地域活動支援事業等を実施した。

平成19年度 平成20年度

指定管理者として平成20年度の目標を意識して積極的に事業を行った結果、ほとんどの部門で目標を達成す
ることができた。特に、困難と思われていた利用者数２０万人を達成できた成果は大きい。児童健全育成拠点事
業においても、県内の児童館や子ども会等に積極的にかかわり、ネットワークを一層強化することができた。ま
た、青少年健全育成事業も地域との連携を大切に様々な事業に前向きに取り組み、少年の主張や青少年特別
企画事業を行うことができた。運営においても、施設設備の改修により、利用者の安全の確保を図るとともに、県
民ニーズに応えるよう努めた。今後も組織の充実と運営の改善に努め、当館のコンセプトを明らかにして、存在価
値を高めていきたい。

企業等の団体との協働事業や地域に出向く館外事業が数多く実施できた。また、工作メニューの工夫やクライミングでリ
ピーターが確保できた。さらに、新規の大型イベントや青少年育成の特別企画事業、新たな工作教室やレッスン教室など
実現できた。広報活動も有償・無償問わず他業者と共同で積極的に行い、HPへのアクセス数も昨年より１万件増加し
た。ただ、ボランティアや指導者登録は高齢化や個人都合により、現状維持に留まった。

平成２２年度まで、①利用者数２０万人 ②各スペース利用者数２０万７千人 ③連携、県民参画企画割合60％ ④企画満足度70％ ⑤団体利用数
180～200 ⑥移動児童館実施回数80回 ⑦移動児童館参加者数9500人 ⑧指導者育成数310人 ⑨広報活動実績230件 ⑩ボランティア登録数60人
⑪ボランティア参加者数750人 ⑫HPアクセス数10万件 ⑬少年の主張の参加者数10,000人

１．大型イベントの実施数や館外事業を増強し、企業や団体等の連携を通して新しい魅力ある企画に取り組む。
２．県内の児童館とのネットワークを強化して、協働で工作の開発や児童育成のための事業に取り組む。３．青少
年育成市民会議の活動や研修会を積極的に支援し、地域との連携強化を図る。４．県民サービスを充実させると
ともに、柔軟で効率の良い運営によりコストの削減を図る。５．パブリシティを強化し、県民への情報提供を進め
る。６．公益財団法人の指定に向けて、法的整備を進める。

10,000

201,100

指標

80
79

みえこどもの城事業における収支状況については、利用料金等の収入は目標金額を達成することができ、新規
の大型イベント等を実施したが、効率的運営による経費節減や省エネ対策等により収支をプラスにすることがで
きた。資金の運用については、適正に運用されているが、現在の運用利率では多くの収益を望めないため課題も
ある。

人

平成21年度

少年の主張参加者数

200,000

人
10,000

みえこどもの城利用者数
200,000

回 90

10,000

185,593
80

10,6347,182
10,000

80
移動児童館回数

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

１．他団体との協働事業や館外事業を積極的に進める。２．リピーターの確保に努める。３．大型イベント
の新規事業の実施。４．青少年健全育成の特別企画事業の実施。５．新規企画の実施。６．当館しかでき
ない企画の充実と特色化。７．広報活動の方法と推進。８．ボランティアや指導者登録の拡大。

80

１．開館２０周年の大型イベントの実施。２．デジタルプラネタリウムの利用拡大。３．企業や他団体との連携の推進。４．
館外事業の拡大。５．新規企画事業の開拓。６．地域とのネットワークづくりの強化。７．青少年市町民会議の新組織の
育成と円滑な運営。８．青少年特別企画事業の充実。９．財団の組織の充実と効率的な運営。

200,000 200,000

団体名 財団法人三重こどもわかもの育成財団

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画
0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

本財団の主な事業は、①みえこどもの城の指定管理者（平成18年４月１日～平成23年３月３１日）、②青少
年健全育成事業である。

①について、みえこどもの城の利用者数が201,100人となり、目標の200,000人を達成したことは評価できる。
これは、新規イベントの実施、企業や各団体等との協働事業の実施、団体利用の促進、既存事業の充実など
積極的な事業運営によるものと認められる。今後は、継続して目標を達成できるようこれらの取組を推進する
必要がある。また、ネットワーク事業については、移動児童館事業が79件と目標の80件に僅かに届かなかっ
た。今後は、県内児童館や地域団体とのネットワーク強化の取組をさらに推進する必要がある。

②については、組織統合のメリットを活かし、県、市町、市町民会議、地域の関係団体等と連携事業を実施
するとともに、青少年育成の新規企画事業を実施したことは評価できる。さらに、地域の活動を活性化させる
効果的な取組が必要である。

今後は、中長期計画の目標を達成するために、①及び②の各事業を実施している利点をさらに事業の充実
に活かすとともに、積極的な事業展開が求められる。

《知事等の総括コメント》

地域において次代を担う児童・青少年の育成に関する事業を
実施し、児童・青少年の健全育成に寄与する財団の目的は、
ささえあいの地域社会づくりによる次世代育成支援を目指し
ている県の方向性に合致している。

大型イベントの実施、企業や団体等との協働による新規企画
の実施、県内児童館とのネットワーク強化による事業の実
施、柔軟で効率の良い運営によるコスト削減の実現は、継続
的に改善を行いながら人材育成を行う組織づくりができたこと
によるものであり、評価できる。また、公益財団法人へ移行を
適正に行い、更なる公益の増進に寄与する必要がある。

みえこどもの城の指定管理者として３年目となり、利用者数が
目標の２０万人を達成できたことは評価できる。今後は継続し
て目標が達成できるよう取組を続けるとともに、県内児童館
の活動支援を充実させる必要がある。青少年育成事業にお
いては、少年の主張事業の参加者が１万人を超えたが、地域
の青少年育成活動を活性化させる事業を推進する必要があ
る。

みえこどもの城については、利用料金等の収入は前年度より
増加したが、厳しい財政状況から、今後ともさらに魅力ある事
業運営を行い、利用料金等収入の増収と効率的運営に努め
る必要がある。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 財団法人三重こどもわかもの育成財団
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

100.0 ％

○主な事業内容

事業名

全事業合計に占める割合

(2)

全事業合計に占める割合

(3)

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 0 人 1 人 H20平均年齢
※

： 40.0 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 5,388 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

公社給与規定による

14

206,968

1 1 1

備考

13 12

財団法人 三重県小動物施設管理公社

10,000,000

059-256-4168

津市森町２４３８－２

htt://www1.ocn.ne.jp/～kousya/

059-256-4168

理事長 堀木 稔生

FAX番号

県所管部等

昭和51年10月2日

平成18年度

100.0%

0.0%0.0%

114,125

100.0% 100.0%

0.0%

0.0%

健康福祉部

0.0%

備考

(単位：千円)

100.0%

114,125

円

115,487

1 1

狂犬病予防法・動物の愛護に関する法律等に基づく野犬の捕獲抑留、犬猫の引取、回収、処分と県民への適正飼養等の動物愛護の普及啓発事業

平成19年度

○役職員の状況

1
業務補助職員

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

代表者

0.0% 0.0%

県出資額

団体の目的

[事業規模(事業費)]

小動物の適正な取扱に努め、公衆衛生の向上と生活環境の保全に寄与す
ること。

206,968

100.0%

平成19年度平成18年度

(1)野犬等の捕獲抑留回収・小動物処分業務等

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

0.0%

0.0%

115,487

平成20年度

県出資割合

平成20年度
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

83 Ｂ 83 Ｂ 83 Ｂ

77 Ｂ 77 Ｂ 77 Ｂ

82 Ｂ 76 Ｂ 76 Ｂ

87 Ｂ 91 Ａ 91 Ａ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

19年度 20年度

動物飼う前教室 20

感染すると治療法がない狂犬病が未だ世界の各地で発生している現状を踏まえ、狂犬病
の発生防止と犬による危害発生防止のため、野犬等の捕獲は的確に実施していく必要があ
る。一方、動物をただ管理するだけでなく愛護しながら管理するという視点の重要性から「犬
の接し方教室」・「動物飼う前教室」を開催し、動物を愛護する心の啓発と理解をより進展さ
せる必要性が増している。

平成１９年に県の「第二次戦略計画」が策定されるとともに、「三重県動物愛護推進計画」
（計画期間平成２０年度から２４年度）も策定された。公社としても、この計画に沿って「（財）
三重県小動物施設管理公社中長期業務計画」を見直すこととする。

20

県等から事業委託を受けて事業を実施し、経営的には何ら問題はない。法改正にともない、
今後５年以内の公益法人への移行認定を視野に的確に諸準備を進めている。

頭

犬との接し方教室

団体名 財団法人 三重県小動物施設管理公社

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

平成21年度

8

動物愛護事業のステップアップとして、「子犬の譲渡」の他に「成犬譲渡システム」を構築すると
ともに、公社ＨＰに抑留犬のインターネット公示を全県域に拡大する。

「犬への正しい接し方教室」・「動物飼う前教室」等を積極的に展開した結果、動物愛護思想の
普及啓蒙とともに犬の処分数の減少を図った。

平成20年度指標

1,458
20

25

19
8

1,218
10

6

6

犬による人への危害発生の防止、狂犬病の発生とまん延の防止のため、狂犬病予防法に基づく野犬と三重県動物の愛
護及び管理に関する条例に基づく繋留されていない飼い犬を捕獲抑留する。
（平成２１年度目標値 ９７０頭）

1,300

回
15

犬の処分数
1,300

回

15

2,000 1,500

平成20年度コメント

安全安心な生活環境の確保と心豊かな社会の構築に資し、狂犬病の発生防止と咬傷事故
の防止のため野犬等の捕獲抑留、動物愛護及び管理に関する法律等に基づく犬猫の引取
及び動物愛護思想の普及啓発を推進する。

野犬の捕獲抑留、子犬の譲渡の前に譲渡希望者に「飼う前教室」への出席の義務づけをシ
ステム化するとともに、小学校、幼稚園等へ出向き、「犬への正しい接し方教室」を実施する
など子供らに動物愛護・終生飼養について啓発している。この結果、犬の処分数は年々減
少している。

平成19年度

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

施設名を「三重県動物愛護管理センター」として新たにスタートしたことを踏まえ、動物愛護の拠
点としての役割を果たしていく。

目 的

経営計画

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 財団法人 三重県小動物施設管理公社

野犬捕獲等の狂犬病発生防止対策の推進及び咬傷事故等危害発生防止について関係機関と連携し、啓発
活動を今後も継続していく必要がある。また、平成２０年３月に策定した「三重県動物愛護推進計画」では、人
への危害防止を中心とした「管理」から、動物の習性等を理解したうえでの「愛護管理」への視点の転換が重
要になるとしている。このことから公社においてもこの計画に沿って中長期業務計画を改正し、Ｂ評価となって
いる経営計画を改善することが望まれる。また、公益法人制度改革に基づき、公益財団法人へ移行を適正に
行い、更なる公益の増進に寄与する必要がある。

《知事等の総括コメント》

咬傷事故等の危害発生防止について、今後も継続して事業
を実施するとともに、動物愛護事業については各団体と協働
した事業活動に積極的に取り組む必要がある。

「三重県動物愛護管理推進計画」に基づいた事業を実施する
ためにも、中長期計画を早期に見直す必要がある。

子犬の譲渡事業については要綱に基づいて的確に実施する
とともに、動物による危害発生防止を啓発する「犬との接し方
教室」を積極的に実施していく必要がある。また、今年度に新
たに実施する成犬譲渡についても積極的に実施する必要が
ある。

経営状況は特に問題はないが、平成18年度から実施してい
る減価償却及び退職給付引当金について、公益法人会計基
準に基づき、今後も引き続き健全な運用をする必要がある。
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

47.5 ％

○主な事業内容

事業名

(1)広域災害・救急医療情報システムの運営

全事業合計に占める割合

(2)

全事業合計に占める割合

(3)

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計

全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： 50.3 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 5,181 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

救急医療情報セン
ター給与規程による

※ 派遣職員は含まない 

0.0%

30,913

※下記常勤正規職員と重複1 1 1

備考

3

財団法人三重県救急医療情報センター

5,000,000

059-227-3799

三重県津市桜橋２－１９１

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.qq.pref.mie.jp/

059-228-3799

理事長 中嶋 寛

0.0%

0.0%0.0% 0.0%

100.0%

3 3

27,812

平成20年度

昭和57年10月1日

健康福祉部

FAX番号

県所管部等

平成18年度

30,913

100.0%

平成19年度

0.0%

0.0%

平成18年度

1 1

インターネット、電話案内等による県民等への医療機関情報の提供

災害救急活動に必要な医療機関情報の収集、提供

平成19年度

○役職員の状況

1
業務補助職員

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

円

100.0%

29,888

(単位：千円)

100.0%

29,888

備考

団体の目的

[事業規模(事業費)]

広域災害・救急医療情報システムの運営を行うことにより、救急医療の円
滑で迅速な確保を図り、県民の健康保持および増進に寄与すること。

※事業活動支出額（決算額）を計上

団体名

100.0%

0.0%

0.0%

27,812

県出資割合

平成20年度

県出資額

100.0%
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

85 Ｂ 85 Ｂ 85 Ｂ

77 Ｂ 71 Ｂ 71 Ｂ

82 Ｂ 87 Ｂ 78 Ｂ

82 Ｂ 80 Ｂ 76 Ｂ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

団体名 財団法人三重県救急医療情報センター

C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度 20年度

医療ネットみえアクセス件数

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

ホームページへのアクセス方法の改善および医療機関、消防との連携強化

250,000

ホームページの内容充実とアクセス件数の増加および救急参加医療機関の増加。

400 440

60,000

440
250,000

55,95761,992
62,000

170,000

平成２０年度に新たに策定した「第２次中期経営計画」に基づき、この計画に沿って今後の
事業を実施していく。

62,000

447

指標

240,000
240,596

事業は、全て三重県からの委託費で運営しているが、経費の節減に努め、堅実かつ効率的
な経営を行っている。

機関

平成21年度

救急医療案内件数

救急参加医療機関の参加促進を図るとともに、医療ネットみえの充実、利用者の増加を目指す。

450

件数
60,000

救急参加医療機関数
450

件数 218,439

救急医療情報システムの利用者は順調に増加しており、特にインターネットや携帯電話を利
用して医療情報を検索する件数が急増している。本システムへの参加医療機関も増加した
が、今後も引き続いて利用者の増加や利便性の向上に向けた取り組みを行っていく。

平成19年度 平成20年度

平成２０年度の目標として掲げた、医療ネットみえへの参加医療機関数を達成できたほ
か、ホームページへのアクセス数は目標を大きく上回ることができた。１１９９番電話による救
急医療案内業務の充実への取組とあわせ、利用者の増加を目指してシステムの運用をして
いきたい。

概ね目標を達成できた。

平成20年度コメント

地域医療を取り巻く環境は引き続き大変厳しい状況にあるが、県、県医師会、県歯科医師
会、各消防本部等関係機関と連携をとりながら、救急医療情報システムの充実と利用促進
を図った。

目 的

経営計画

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業 ＋ ＋

経営状況

広域災害・救急医療情報システムは、県民が救急医療情報をインターネット・携帯電話等により検索したり、
電話により照会が行える機能を有するほか、災害時において、国、他県の応需可能情報を検索することがで
きる機能を備えており、県民の安全・安心の確保を図るシステムである。

システムの運営にあたっては、より充実したサービスを提供するため、県民ニーズ等を充分に把握し、効果
的な運営に努める必要がある。

インターネットを通じた救急医療情報の提供件数が目標を大幅に上回るなど、医療情報の提供に関して一定
の効果を挙げている。

ただし、救急医療情報システムへの参加医療機関数が県の計画数をわずかに下回っており、医療機関への
参加要請を継続するとともに、応需率の向上につながるシステム改良等にも引き続き取り組み、今後も的確な
医療情報の提供に努められたい。

《知事等の総括コメント》

設立の目的に従い事業が実施されており、県民に対し、救急
医療情報をはじめとした様々な医療情報を提供している。

社会環境の変化に柔軟に対応するとともに、第２次中期経営
計画に基づき、より戦略的な事業の実施に努められたい。

インターネットを通じた利用者の急増等、顧客ニーズに対応し
たシステムの改良等に努めているが、救急医療情報システム
への参加医療機関数の増及び応需率の向上が課題である。

健全な運営を行っている。更なる節減に努められたい。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価

団体名 財団法人三重県救急医療情報センター
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【経営基本情報】

○団体の基本情報

40.0 ％

○主な事業内容

事業名

(1) 生活衛生営業指導

全事業合計に占める割合

(2) 理・美容師試験研修センター受託

全事業合計に占める割合

(3) 生衛組合自主事業の助成等

全事業合計に占める割合

(4) (1)～(3)以外の事業

全事業合計に占める割合

全事業合計
全事業合計に占める割合

[事業の概要]

(1)

(2)

(3)

(4)

常勤役員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： - 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

：

常勤正規職員 人 人 人

うち、県退職者 1 人 1 人 1 人 H20平均年齢
※

： 53.8 歳

うち、県派遣 0 人 0 人 0 人 H20平均年収
※

： 3,597 千円

その他職員 人 人 人

うち、県退職者 0 人 0 人 0 人

団体名

※派遣職員は含まない

100.0%

8.4%

5.0%

1,588

31,830

平成20年度

県出資割合

平成20年度

(単位：千円)

事業活動費支出

2,681

県出資額

100.0%

70.2%

20,448

団体の目的

[事業規模(事業費)]

三重県における生活衛生関係営業の健全化及び振興を通じて、その衛生水
準の維持向上を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを
目的とする。

円

100.0%

29,117

3,890

7.1%

2,080

9.3%

2,699

13.4%

代表者

所在地

ＨＰアドレス

設立年月日

電話番号

0 0

生活衛生営業者及び消費者等に係る各種の相談、苦情照会等に対する助言、指導等。

理・美容師免許試験事務及び理・美容師の研修事務の事務代行の受託。

生衛組合自主事業の助成等。

クリーニング師等研修の受託、理美容業等の指定された業種の標準営業約款登録認定及び各種調査の受託。

平成19年度

0

生活衛生営業指
導センター給与規
程による

備考

○役職員の状況

4.3%

平成18年度

19,122

66.6%

平成19年度

津市広明町345番地の5 三浴ビル3階

http://www.seiei.or.jp/mie

059-228-3231

理事長 小林 充

昭和56年9月1日

健康福祉部

FAX番号

県所管部等

財団法人三重県生活衛生営業指導センター

2,000,000

059-225-4181

4 4 4

平成18年度

3,903

13.6%

1,227

22,080

69.4%

5,481

17.2%

4,445

15.5%

28,697

1 1 1

備考
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【団体自己評価結果】

比率 評価 比率 評価 比率 評価

85 Ｂ 85 Ｂ 85 Ｂ

77 Ｂ 73 Ｂ 83 Ｂ

78 Ｂ 73 Ｂ 73 Ｂ

78 Ｂ 71 Ｂ 69 Ｂ

《団体自己評価コメント》

目 的

経営計画

事 業

経営状況

総括コメント

《団体の達成目標》

●年次事業計画による達成目標
《定性目標》

《定量目標》

数値目標 単位
目標
実績
目標
実績
目標
実績

●中長期計画による達成目標

事 業

B（６０％～８９％）：やや良好な事象や傾向がみられる

20年度

平成20年度コメント

生活衛生関係の営業について、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上
を図り、併せて利用者又は消費者の利益の擁護を図る。

事業計画に則って概ね順調に遂行できた。また、生活衛生営業を取り巻く環境が大きく変化
していることを踏まえ、業者及び利用者等のニーズを的確に把握して事業を展開した。

平成19年度 平成20年度

経営融資相談事業等を通じ、生活衛生関係営業の経営の健全化、その衛生水準維持向
上、利用者または消費者の利益の擁護のための諸事業を展開し、目標をほぼ達成した。経
済、雇用情勢の悪化等生活衛生営業を取り巻く環境が厳しく、かつ大きく変化しているので、
今後、より一層生活衛生営業者、利用者等のニーズを的確に把握して事業を展開する必要
がある。

経営融資相談事業等を通じ、業者の経営健全化の支援及び後継者育成事業等生衛
業振興事業を同業組合と協働して展開した。

生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて、その衛生水準の維持向上を図り、併せて利用者又は消費者
の利益の擁護を図る。

法人の設置目的に沿って事業を実施し、その事業は県の諸施策との整合性を確保してい
る。また、国、県の生衛業に対する施策及び生衛業界の意見を反映し、後継者育成支援事
業を新たに実施するなど事業計画を修正している。

1,450

100

指標

6,500
6,632

国、県の補助金が中心であり、基本的には収支均衡を保っている。また、独自事業について
もほぼ収益を確保している。

組合

平成21年度

標準営業約款登録数

100

件
1,400

生活衛生同業組合自主事業
100

人 6,745

1,400

100
6,500

1,4121,489
1,500

7,200
生活衛生同業組合組合員数

平成20年度目標

平成20年度実績

平成21年度目標

経営融資相談事業の充実及び後継者育成事業等生活衛生営業の振興事業の実施。

6,500

経営融資相談事業の充実及び生活衛生営業の活性化、振興事業の実施。

100 100
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C（３０％～  ５９％）：改善を要する D（  ０％～２９％）：大いに改善を要する

経営状況

18年度

A（９０％～１００％）：良好な事象や傾向がみられる

19年度

目 的

経営計画
0

50

10
0

目 的

経営計画

事 業

経営状況
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18 年度 19 年度 20 年度

目 的

経営計画

事 業

経営状況

生活衛生関係の営業者は、その営業実態や規模が小さく、きめ細やかな事業の展開が求められている。そ
の中で、計画に基づき事業を展開し、食品リサイクル事業や後継者育成支援事業など新しい課題にも取り組
んでいる。しかし、組合員数等が減少傾向にあるなど課題も残っている。

今後も、生活衛生関係営業者や利用者等のニーズを把握し、その検証を図るとともに、経営基本計画の見
直しも含めて計画の目標達成に向けた一層の取組が必要である。

《知事等の総括コメント》

財団の設立目的に沿った生活衛生営業者への経営相談や
融資指導等の事業を行うとともに、組合等と連携したインター
ンシップによる生活衛生業界の後継者育成支援事業や食品
リサイクル事業など新たな課題への取り組みも実施してい
る。

経営基本計画に基づき、年次計画に沿って各種事業を実施
しており、実施にあたり、国、県の施策や業界の意見を反映し
た事業に修正している。

経営基本計画に基づき、概ね順調に事業を実施している。し
かしながら、組合員数や標準営業約款登録数が減少傾向に
あり、生活衛生営業を取り巻く環境の変化に対応した、より一
層の取組が必要である。

後継者育成支援事業を新たに受託するなどの経営改善は図
られてきたが、国等の補助金に依存した事業が中心であり、
より効果的、効率的な事業実施を図る必要がある。

【知事等の審査及び評価結果】

20年度コメント

            ＋ ：団体自己評価結果に比べて高く評価（良好な点が認められる）
            － ：団体自己評価結果に比べて低く評価（課題が認められる）
          空白：団体自己評価結果と概ね同じ評価
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